
特
定

大
臣

許
可

漁
業

等
の

取
締

り
に
関

す
る
省

令
に
基

づ
く
届

出
漁

業
に
係

る
提

出
書

類
の

簡
素

化

制
度

の
概
要

・
水

産
資
源

の
保
護

培
養
や

漁
業
調

整
の
た
め
、
漁

業
者

数
等
を
国

が
統

一
的

に
把

握
す
る
必

要
が

あ
り
、
農

林
水

産
大

臣
へ
の

届
出
が

必
要
。

浜
の

応
援
団
と
の

届
出

漁
業

に
お
け
る
提

出
書

類
の

簡
素

化
の

対
応

暫
定

措
置

水
域

沿
岸

漁
業

等
○

※
１

○
※

２
○

※
１

※
１
　
現
行
で
届
出
を
受

け
て
い
る
内
容
が
担
保
さ
れ
る
場
合

※
２
　
都
道
府
県
に
よ
っ
て
内
容
が
担
保
さ
れ
る
場
合

沿
岸

ま
ぐ

ろ
は

え
縄

漁
業

○
※

１
○

※
２

×

小
型

す
る

め
い

か
釣

り
漁

業
○

※
１

○
※

２
×

①
届

出
（
一
覧
表
方
式
へ

の
変
更
）

①
届

出
（

漁
船

原
簿

謄
本

の
省

略
）

②
漁

獲
成

績
報

告
（
一
覧
表
方

式
へ
の
変
更
）

か
じ

き
等

流
し

網
漁

業
○

※
１

○
※

２
×資

料
１

・
か

じ
き
等

流
し
網

漁
業
、
沿

岸
ま
ぐ
ろ
は

え
縄

漁
業

、
小

型
す
る
め
い
か
釣

り
漁

業
及

び
暫

定
措

置
水
域

沿
岸
漁

業
等
の

４
漁

業
。

（
参

考
）

・
届

出
（
省
令
第
19

条
）

農
林

水
産

大
臣

が
定
め
る
届

出
書
に
、
漁

船
登

録
の
謄

本
等
を
添

付
。

・
報

告
（
省
令
第
22

条
）

漁
獲

成
績

報
告

書
を
農
林

水
産
大

臣
に
提

出
。

届
出

・
報
告
の
簡
素
化

・
届

出
書
の

一
覧
表
方
式
へ
の
変
更
は
、
現
行
の
届
出
内
容
を
担
保
で
き
れ
ば
可

能
。
（
届

出
書

の
様
式

は
資
料

２
を
参

照
）

・
漁

船
原
簿

謄
本
の

省
略
は

、
現

行
の

内
容
を
都

道
府
県

で
担

保
で
き
れ

ば
可

能
。

・
小

型
す
る
め
い
か

釣
り
漁
業

の
漁
獲

成
績
報

告
書
に
つ
い
て
は

、
日

ご
と
の

漁
獲

量
を
報

告
す
る
こ
と
、
ま
た
、
か

じ
き
等

流
し
網

漁
業

及
び
沿
岸

ま
ぐ
ろ
は

え
縄

漁
業

に
つ
い
て
は

、
そ
れ

に
加

え
て
地

域
漁

業
管

理
機
関

へ
漁
獲

状
況
を
報

告
す
る
こ
と

か
ら
、
一

覧
表

へ
の

変
更

は
不
可

。
（
報

告
書
の

様
式
は

資
料
３
を
参
照
）

・
暫

定
措
置

水
域
沿

岸
漁
業

等
の
漁

獲
成
績

報
告
書

に
つ
い
て
は

、
月

ご
と
の

漁
獲

量
を
把

握
す
れ

ば
よ
い
た
め
、
現

行
の
内

容
を
都
道

府
県
で
担

保
で
き
れ

ば
可

能
。

（
報

告
書
の

様
式
は

資
料
３
を
参
照
）

漁
獲

成
績

報
告

書
の

一
覧

表
化

が
困

難
で
あ
る
理

由

小
型

す
る
め
い
か

釣
り
漁

業
に
つ
い
て
は

、
す
る
め
い
か
の

Ｔ
Ａ
Ｃ
の

お
よ
そ
４
割

を
占

め
て
い
る
が

、
そ
の

多
く
が

都
道
府

県
の
地

先
水
面

を
超

え
て
広

域
に
わ

た
っ
て
操

業
し
て

お
り
、
実

際
の
操

業
区

域
等
操

業
実

態
を
漁

獲
成
績
報
告

書
の

記
載
か

ら
把

握
す
る
必

要
が

あ
る
。
ま
た
、
経

営
体
の
ほ
と
ん
ど
が
零
細
で
、
ほ
ぼ
毎
日
の
水
揚
げ
と
な
っ
て
お
り
、

確
実

な
報

告
の
た
め
に
は

水
揚

げ
毎

の
記

載
と
す
る
必

要
が

あ
る
。
漁

獲
成

績
報
告

書
は
、
こ
れ

ら
の

内
容

を
踏
ま
え
て
作

成
さ
れ

て
い
る
。
か

じ
き
等

流
し
網

漁
業

及
び
沿
岸
ま

ぐ
ろ
は

え
縄

漁
業
に
つ
い
て
は

、
地

域
漁

業
管

理
機
関

（
※

）
で
あ
る
中
西
部
太
平
洋
ま
ぐ
ろ
類
委
員
会
（
Ｗ
Ｃ
Ｐ
Ｆ
Ｃ
）
の
科
学
デ
ー
タ
提
出
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
状
況
を
報
告
す
る

必
要

が
あ
り
、
報

告
さ
れ

た
デ
ー
タ
は

資
源

評
価

に
利

用
さ
れ

る
。
同

規
則

に
お
い
て
操

業
ご
と
の

デ
ー
タ
収

集
に
関

す
る
基

準
が

定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か

ら
、
現
在
の
漁
獲
成
績

報
告

書
の

様
式

は
こ
の

基
準

に
従

っ
て
作

成
さ
れ

て
い
る
。

（
※

）
地

域
漁
業

管
理
機

関
と
は

・
・
・
広
い
水

域
に
ま
た
が

る
漁

業
資
源

に
対

し
て
、
多

く
の

国
が

協
力
し
て
資

源
管

理
措

置
を
実
施

す
る
た
め
の

条
約
に
基

づ
く
機

関
。
中
西
部
太

平
洋

の
マ
グ
ロ
類

等
を
対
象

と
す
る
Ｗ
Ｃ
Ｐ
Ｆ
Ｃ
、
南

極
周

辺
の
マ
ジ
ェ
ラ
ン
ア
イ
ナ
メ
等

を
対
象

と
す
る
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｒ
な
ど
が

あ
る
。
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